
千葉市母子・父子自立支援プログラム策定事業実施要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、児童扶養手当受給者等の自立を促進するため、個々の状況に応じた

自立支援計画書（以下「計画書」という。）を策定し、これを基に公共職業安定所等と連

携し就業・自立支援を行う母子・父子自立支援プログラム策定事業の実施に関し、必要

な事項を定める。 

 

（事業対象者） 

第２条 本事業の対象者（以下、「事業対象者」という。）は児童扶養手当受給者とし、児

童扶養手当受給者のうち生活保護受給者については対象としないものとする。 

  ただし、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律（平成１３年法律

第３１号）第１条に規定する配偶者からの暴力の被害者であって、将来において児童扶

養手当の受給が見込まれる者についても、市長が必要と認める場合には対象とすること

ができるものとする。 

 

（母子・父子自立支援プログラム策定員） 

第３条 市長は、計画書を策定し、事業対象者に対して継続的な就業・自立支援を行うこ

とを職務とする母子・父子自立支援プログラム策定員（以下「策定員」という。）を設置

する。 

２ 策定員は、母子家庭等就業相談員兼就業支援員が兼務する。 

 

（計画書の策定等） 

第４条 策定員は、各区こども家庭課長の指示の下、次の各号に掲げる業務を行う。 

（１）計画書の策定 

 （ア）母子家庭等就業・自立支援センターへの来所者等のうち自立・就労に対する意欲

のある者等（以下「相談者」という。）について、相談を通じて生活や子育て等の状

況、自立・就労に向けた課題や阻害要因等を把握することにより、自立目標や支援

内容を設定し、これらを記載した計画書（様式第１号）を策定する。 

（イ）計画書の策定にあたっては、相談者の意向や意欲等を十分考慮するとともに、相

談者に対し十分な説明や助言等を行う。また、策定した計画書を上司に報告する。 

（２）生活保護受給者等就労自立促進事業への参画 

 （ア）就職等支援方策を検討するため、公共職業安定所が実施する生活保護受給者等就

労自立促進事業へ移行することが望ましいと考えられる相談者（以下「支援対象者」

という。）については、個人票（様式第２号）及び要請書（様式第３号）を別に策定

する。 

 （イ）生活保護受給者等就労自立促進事業における生活保護受給者等就労支援チームの

構成員として、公共職業安定所担当者等とともに、支援対象者に対し、公共職業安



定所又は母子家庭等就業・自立支援センター等において面接を実施し、個々の支援

対象者の状況に応じて、就業支援プラン（「特定求職者雇用開発助成金（生活保護受

給者等雇用開発コース）」の活用を含む。）の策定、就業準備プログラムのメニュー

選定、就業支援メニューの選定等の支援方針の決定を行う。 

（３）状況の把握 

   適宜、相談者の生活や子育て、就労等についての課題克服、自立・就労の状況等を

確認し、計画書に記録し、上司に報告するとともに、再度、本人から相談があった場

合には、継続して相談に応じられるよう体制を整えておく。 

（４）関係記録の管理・秘密の保持 

   職務において策定した関係記録を適正に管理・保存するとともに、相談者の秘密を

保持する。 

 

（関係機関との連携等） 

第５条 市長は、本事業を行うにあたり、児童扶養手当受給者等に対し、本事業の趣旨の

周知を図るとともに、公共職業安定所、千葉県、民生・児童委員、母子・父子自立支援

員等の機関との連携に努める。 

 

（策定員の専門性の向上） 

第６条 市長は、本事業を行うにあたり、策定員が対象者に対し適切な支援方針の提示及

び計画書の策定をすることができるようにするため、策定員の専門性の向上に努める。 

 

（補則） 

第７条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に必要な事項については、こども未

来局長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、平成１７年９月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成１９年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２０年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

附 則 

 この要綱は、平成２８年１０月２４日から施行する。 

附 則 



 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 


